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廃棄物の処理及び清掃に関する
法律違反に係る行政処分について

１ 処分の概要
平成２２年１月２９日、下記の産業廃棄物処理業者に対して、廃棄物の処理
及び清掃に関する法律（以下「法」という。）第１４条の３の２の規定に基づ
き、業の許可を取り消す行政処分を行った。

(1)被処分者及び行政処分の内容
・住 所 兵庫県洲本市中川原町市原１０２４番地
・名 称 株式会社平野住建
・処分の内容 産業廃棄物収集運搬業の許可の取り消し
・処分年月日 平成２２年１月２９日

(2)兵庫県の許可内容

・許可の種類 産業廃棄物収集運搬業（積替え・保管を含まない）

・許可年月日 平成１７年１月２６日

・許可番号 第０２８０９１１６３３０号

・取扱産業廃棄物の種類 廃プラスチック類、木くず、金属くず、ガラスくず・

コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類

以上５種類

２ 処分の理由

法第１４条第５項第２号ニにおいて準用する法第７条第５項第４号ハに該当

平成２１年１１月３０日付で申請のあった産業廃棄物収集運搬業更新許可の審

査において、申請者の役員が欠格事由（※）に該当していることが判明したため、

取消処分を行う。 
※神戸地方裁判所洲本支部洲本簡易裁判所から法違反により罰金 10 万円の刑を

受け、平成１９年６月７日にその刑が確定している。


